
鳥取市地域医療介護総合確保基金事業補助金交付要綱 

 
（趣旨） 

第１条 この要綱は、鳥取市地域医療介護総合確保基金事業補助金（以下「本補助金」という。）

の交付について、鳥取市補助金等交付規則（昭和４２年鳥取市規則第１１号。以下「規則」と

いう。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 
 
（交付目的） 

第２条 本補助金は、高齢者が可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日

常生活を営むことができるよう、地域の実情に応じた介護施設等の整備を支援することにより、

地域包括ケアシステムを構築することを通じ、地域における医療及び介護を総合的に確保する

ことを目的として交付する。 
 
（補助対象事業） 

第３条 本補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、本市の区域にお

いて行う次の各号に掲げる事業とする。 
（１）介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８条第１４項に定める地域密着型サービスを

行うための新たな施設整備（空き家を活用した整備を除く。）を行う事業（認知症対応型共同

生活介護を行う住居を整備するもの又は本市の日常生活圏域において未整備の小規模多機能

型居宅介護事業所若しくは看護小規模多機能型居宅介護事業所を整備するものに限る。以下

「地域密着型サービス整備事業」という。） 
（２）前号に掲げる事業又は介護ホーム（有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅で

あって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの）の整備を行うための施設の開設準備

に係る経費等を支援する事業（以下「施設開設準備経費等支援事業」という。） 
（３）介護施設等において、施設の一部改修又は付帯設備の改造等大規模修繕を実施する際に

介護ロボット及びＩＣＴ機器等を導入するために必要な経費を支援する事業（以下「介護ロ

ボット・ＩＣＴ導入支援事業」という。） 
（４）都道府県計画及び市町村計画に定める介護施設等を１施設創設することを条件に、広域

型施設１施設の大規模修繕又は耐震化を行う事業（以下「介護施設等の創設を条件に行う広

域型施設整備事業」という。） 
（５）入居者が住み慣れた地域で家庭的な生活を送るための体制を整備するため、既存施設を

ユニット化改修する事業（以下「既存施設のユニット化改修事業」という。） 
（６）介護施設等において、新型コロナウイルスの感染拡大のリスクを低減するため、居室等

に陰圧装置を据えるとともに簡易的なダクト工事等を行う事業（以下「簡易陰圧装置設置支

援事業」という。） 
（７）介護施設等において、新型コロナウイルス感染発症時の対応及び感染拡大防止の観点か

ら、生活空間等の区分けを行うためのゾーニング環境等の整備事業（以下「ゾーニング環境

等整備事業」という。） 
（８）介護施設等において、新型コロナウイルスの感染が疑われる者が複数発生して多床室に

分離する場合に備え、多床室を空間的に分離するための個室化改修事業（以下「多床室の個

室化改修支援事業」という。） 
（９）介護職員を確保するため、介護職員用の宿舎を整備するための事業（以下「介護職員の

宿舎施設整備事業」という。） 
 
 
（補助対象者） 

第４条 本補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、補助対象事業に係る

施設の設置者であり、かつ、市税、下水道使用料及び下水道受益者負担金を滞納していないも

のとする。 



 
（補助対象経費） 

第５条 本補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助対象事業の

実施に要する経費のうち、別表第４欄に掲げる経費とする。 
２ 前項に定めるもののほか、補助対象経費の算定に当たっては鳥取県地域医療介護総合確保基

金事業（介護分）補助金交付要綱（平成２７年９月２日付第２０１５０００８０６００号鳥取

県福祉保健部長通知）及び地域医療介護総合確保基金管理運営要領（平成２６年９月１２日付

け老発０９１２第１号厚生労働省老健局長通知）に基づくものとする。 
 
（補助金の算定） 

第６条 本補助金の額は、総事業費から寄付金その他の収入（本補助金を除く。）の額を控除した

額、別表第１欄に掲げる区分ごとに同表第２欄に掲げる基礎単価に同表第３欄に掲げる単位数

を乗じて得た額と同表第４欄に掲げる補助対象経費（仕入控除税額（補助対象経費に含まれる

消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に規定す

る仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法（昭和２５年法律

第２２６号）に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。）を除く。）

を比較していずれか低い額に同表第５欄に掲げる補助率を乗じて得た額以下とし、予算の範囲

内で交付する。ただし、１，０００円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。 
 
（交付申請の時期等） 

第７条 本補助金の交付の申請は、市長が別に定める日までに行わなければならない。 
２ 規則第４条の申請書に添付すべき同条第１号、第２号及び第４号に掲げる書類は、別表第１

欄に掲げる区分ごとに、同表第７欄に掲げるものとする。 
３ 補助対象者は、交付申請に当たり、仕入控除税額が明らかでないときは、前条の規定にかか

わらず、仕入控除税額を含む補助対象経費から寄附金その他の収入額を控除した額（以下「仕

入控除税額を含む額」という。）の範囲内で交付申請をすることができる。 
 
（交付決定） 

第８条 市長は、前条第３項の規定による申請を受けたときは、第６条の規定にかかわらず、仕

入控除税額を含む額の範囲内で交付決定をすることができる。この場合においては、仕入控除

税額が明らかになった後、速やかに、交付決定に係る本補助金の額（変更された場合は、変更

後の額とする。以下「交付決定額」という。）から当該仕入控除税額に対応する額を減額するも

のとする。 
 
（承認を要しない変更） 

第９条 規則第９条第１項の市長が別に定める変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。 
（１）本補助金の増額 
（２）本補助金の２割を超える減額 

 
（実績報告の時期等） 

第１０条 規則第１２条の規定による報告は、次の各号に掲げる事業の区分ごとに、当該各号に

定める日までに行わなければならない。 
（１）地域密着型サービス整備事業 補助対象事業の完了の日以降に市が実施する工事完了検

査に合格した日（以下「合格日」という。）から１４日を経過する日と合格日の属する年度の

翌年度の４月２日までのいずれか早い日 
（２）施設開設準備経費支援事業 補助対象事業の完了の日から１４日を経過する日と補助対

象事業が完了した年度の翌年度の４月２日までのいずれか早い日 
（３）介護ロボット・ＩＣＴ導入支援事業 補助対象事業の完了の日から１４日を経過する日

と補助対象事業が完了した年度の翌年度の４月２日までのいずれか早い日 
（４）介護施設等の創設を条件に行う広域型施設整備事業 合格日から１４日を経過する日と



合格日の属する年度の翌年度の４月２日までのいずれか早い日 
 （５）既存施設のユニット化改修事業 合格日から１４日を経過する日と合格日の属する年度

の翌年度の４月２日までのいずれか早い日 
（６）簡易陰圧装置設置支援事業  補助対象事業の完了の日から１４日を経過する日と補助対

象事業が完了した年度の翌年度の４月２日までのいずれか早い日 
（７）ゾーニング環境等整備事業 補助対象事業の完了の日から１４日を経過する日と補助対

象事業が完了した年度の翌年度の４月２日までのいずれか早い日 
（８）多床室の個室化改修支援事業 合格日から１４日を経過する日と合格日の属する年度の

翌年度の４月２日までのいずれか早い日 
（９）介護職員の宿舎施設整備事業 合格日から１４日を経過する日と合格日の属する年度の

翌年度の４月２日までのいずれか早い日 
２ 規則第１２条の報告書に添付すべき同条第１号及び第２号に掲げる書類は、別表第１欄に掲

げる区分ごとに、同表第８欄に掲げるものとする。 
３ 補助対象者は、実績報告に当たり、その時点で明らかになっている仕入控除税額（以下「実

績報告控除税額」という。）が交付決定額に係る仕入控除税額（以下「交付決定控除税額」とい

う。）を超える場合は、補助対象経費の額からその超える額を控除して報告しなければならない。 
４ 補助対象者は、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額

が実績報告控除税額（交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、当該交付決定控

除税額）を超えるときは、様式第５号により速やかに市長に報告し、市長の返還命令を受けて、

本補助金に係る仕入税額控除相当額を市に返還しなければならない。 
５ 交付決定後、規則第１２条の報告書を提出するまでに年度の末日が到来する場合にあっては、

補助対象者は、当該年度（当該報告書を提出すべき年度を除く。）における補助対象事業の実績に

ついて、当該年度の翌年度の４月２０日までに様式第６号により市長に報告しなければならない。 
 
（財産の処分制限） 

第１１条 規則第１６条ただし書の市長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省

令（昭和４０年大蔵省令第１５号）に定める耐用年数に相当する期間（同令に定めのない財産

については、市長が別に定める期間）とする。 
２ 規則第１６条第４号の市長が定める財産は、次のいずれかに該当するものとする。 
（１）取得価格又は効用の増加価格が３０万円以上の機械及び器具 
（２）その他交付目的を達成するために処分を制限する必要があるものとして市長が別に定め

るもの 
 
（収益納付） 

第１２条 本補助金の交付を受けた者（以下「補助事業者」という。）は補助金の交付に係る事業

により取得し、又は効用の増加した財産を処分したことにより自らに収入があったときは、当

該収入があった日から５日以内に、市長にその旨を報告しなければならない。 
２ 前項の場合において、市長がその収入の全部又は一部に相当する額を市に納付するよう指示

したときは、補助事業者は、これに従わなければならない。 
 
（帳簿及び書類の備付け） 

第１３条 規則第１７条の規定にかかわらず、補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明

らかにした帳簿、書類等を整備し、これらの書類等を当該補助事業等が完了した年度の翌年度

から起算して５年間又は第１１条第１項に規定する期間のいずれか長い期間保存しておかなけ

ればならない。 
 
（雑則） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか本補助金の交付について必要な事項は、福祉部長が別に

定める。 
 



   附 則 
 この要綱は、平成２８年５月２０日から施行し、平成２８年度の補助金から適用する。 
   附 則 
 この要綱は、平成３０年１０月１５日から施行し、平成３０年度の補助金から適用する。 
   附 則 
 この要綱は、令和元年８月９日から施行し、令和元年度の補助金から適用する。 

附 則 
 この要綱は、令和３年９月１７日から施行し、令和３年度の補助金から適用する。 
   附 則 
 この要綱は、令和３年１２月２２日から施行し、令和３年度の補助金から適用する。 

附 則 
 この要綱は、令和５年１０月１９日から施行し、令和５年度の補助金から適用する。 

附 則 
 この要綱は、令和６年１０月２８日から施行し、令和６年度の補助金から適用する。 

附 則 
 この要綱は、令和７年１２月１５日から施行し、令和７年度の補助金から適用する。 



別表（第５条、第６条、第７条、第１０条関係） 
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 

区   分 基礎単価 単位 補助対象経費 補助率 備考 
申請添付 
書類 

実績添付 
書類 

地域密着型サービス整備事業 

工事費又は工事請負費

及び工事事務費（工事施工

のため直接必要な事務に

要する費用であって、旅

費、消耗品費、通信運搬費、

印刷製本費及び設計監督

料等をいい、その額は、工

事費又は工事請負費の

2.6％に相当する額を限度

とする。） 
 工事費又は工事請負費

にはこれと同等と認めら

れる委託費、分担金及び適

当と認められる購入費等

を含む。 

 

 消防法施行令（昭和
３６年政令第３７号）
によるスプリンクラ
ー設置義務のない施
設（２７５㎡未満の認
知症対応型共同生活
介護事業所等）を新た
に整備する場合は、本
体施設の整備と併せ
て、スプリンクラー設
備の設置を行うこと
を事業実施の条件と
する。 
 補助対象経費のう

ち、工事請負費及び委

託費については、県内

事業者が実施したも

のに限る。ただし、や

むを得ない事情で県

内事業者への発注が

困難と市が認めた場

合はこの限りでない。 

  
 

認知症対応型共同生活介護を

行う住居 
41,500 千円 施設数 10/10 

様式第１号 
様式第３号 
様式第４号 

様式第１号 
様式第３号 

 

小規模多機能型居宅介護事業

所 
41,500 千円 施設数 10/10 

 

看護小規模多機能型居宅介護

事業所 
41,500 千円 施設数 10/10 



介護施設等の施設開設準備経費等支援事業 

施設の円滑な開設に必

要な需用費、使用料及び

賃借料、備品購入費（備

品設置に伴う工事請負費

を含む。）、報酬、給料、

職員手当等、共済費、賃

金、旅費、役務費、委託

料 

 

補助対象経費のう

ち、備品設置工事に

伴う工事請負費及び

委託料にあっては、

県内事業者が行った

ものに限る。ただし、

やむを得ない事情で

県内事業者への発注

が困難と市が認めた

場合については、こ

の限りでない。 

  

 

認知症対応型共同生活介護を

行う住居 
1,036 千円 定員数 10/10 

様式第２－１号 
様式第３号 
様式第４号 

様式第２－１号 
様式第３号 

 

小規模多機能型居宅介護事業

所 
1,036 千円 

宿泊定員

数 
10/10 

 

看護小規模多機能型居宅介護

事業所 
1,036 千円 

宿泊定員

数 
10/10 

 

介護付きホーム（有料老人ホ

ーム又はサービス付き高齢者

向け住宅であって、特定施設

入居者生活介護の指定を受け

るもの） 

1,036 千円 定員数 10/10 



介護施設等の大規模修繕の際にあわせて行う介護ロボッ

ト・ＩＣＴの導入支援事業 

施設の大規模修繕の際

にあわせて行う、介護ロボ

ット・ＩＣＴの導入に必要

な経費（令和２年４月１４

日老高発０４１４第１

号・老振発０４１４第１号

厚生労働省老健局総務課

長・高齢者支援課長・振興

課長通知「地域医療介護総

合確保基金（介護従事者の

確保に関する事業）におけ

る「管理者等に対する雇用

管理改善方策普及・促進事

業」の実施について」の別

紙１・別紙２を準用する） 

 

補助対象経費のう

ち、備品設置工事に

伴う工事請負費及び

委託料にあっては、

県内事業者が行った

ものに限る。ただし、

やむを得ない事情で

県内事業者への発注

が困難と市が認めた

場合については、こ

の限りでない。 

  

 

定員 29 名以下の地域密着型

施設等（地域密着型特別養護

老人ホーム及び併設されるシ

ョートステイ用居室、小規模

な介護老人保健施設、小規模

な介護医療院、小規模なケア

ハウス（特定施設入居者生活

介護の指定を受けるもの）、認

知症高齢者グループホーム、

小規模多機能型居宅介護事業

所、看護小規模多機能型居宅

介護事業所、小規模な介護付

きホーム（有料老人ホーム又

はサービス付き高齢者向け住

宅であって、特定施設入居者

生活介護の指定を受けるも

の）） 

520 千円 定員数 10/10 

様式第２－２号 
様式第３号 
様式第４号 

様式第２－２号 
様式第３号 

 

定員 30 名以上の広域型施設

等（特別養護老人ホーム及び

併設されるショートステイ用

居室、介護老人保健施設、介

護医療院、ケアハウス（特定

施設入居者生活介護の指定を

受けるもの）、養護老人ホー

ム、介護付きホーム（有料老

人ホーム又はサービス付き高

齢者向け住宅であって、特定

施設入居者生活介護の指定を

受けるもの）） 

520 千円 定員数 10/10 



介護施設等の創設を条件に行う広域型施設整備事業 

工事費又は工事請負費

及び工事事務費（工事施工

のため直接必要な事務に

要する費用であって、旅

費、消耗品費、通信運搬費、

印刷製本費及び設計監督

料等をいい、その額は、工

事費又は工事請負費の

2.6％に相当する額を限度

とする。） 
工事費又は工事請負費

にはこれと同等と認めら

れる委託費、分担金及び適

当と認められる購入費等

を含む。 

 

補助対象経費のう

ち、工事請負費及び委

託費については、県内

事業者が実施したも

のに限る。ただし、や

むを得ない事情で県

内事業者への発注が

困難と市が認めた場

合はこの限りでない。 

  

 

定員 30 名以上の広域型施設

（特別養護老人ホーム、介護

老人保健施設、介護医療院、

養護老人ホーム、軽費老人ホ

ーム） 

1,400 千円 定員数 10/10 
様式第２－３号 
様式第３号 
様式第４号 

様式第２－３号 
様式第３号 

既存施設のユニット化改修事業 
工事費又は工事請負費

及び工事事務費（工事施工

のため直接必要な事務に

要する費用であって、旅

費、消耗品費、通信運搬費、

印刷製本費及び設計監督

料等をいい、その額は、工

事費又は工事請負費の

2.6％に相当する額を限度

とする。） 
工事費又は工事請負費

にはこれと同等と認めら

れる委託費、分担金及び適

当と認められる購入費等

を含む。 

 

補助対象経費のう

ち、工事請負費及び委

託費については、県内

事業者が実施したも

のに限る。ただし、や

むを得ない事情で県

内事業者への発注が

困難と市が認めた場

合はこの限りでない。 

  

 介護老人保健施設 

個室→ユニッ

ト 化 改 修 ：

1,480 千円 
 
多床室（ユニ

ット型個室的

多 床 室 を 含

む）→ユニッ

ト 化 改 修 ：

2,960 千円 

整備床数 10/10 
様式第２－４号 
様式第３号 
様式第４号 

様式第２－４号 
様式第３号 



簡易陰圧装置設置支援事業 

備品購入費、工事費又は

工事請負費及び工事事務

費（工事施工のため直接必

要な事務に要する費用で

あって、旅費、消耗品費、

通信運搬費、印刷製本費及

び設計監督料等をいい、そ

の額は、工事費又は工事請

負費の 2.6％に相当する額

を限度とする。） 
工事費又は工事請負費

にはこれと同等と認めら

れる委託費、分担金及び適

当と認められる購入費等

を含む。 

 

補助対象経費のう

ち、工事請負費及び委

託費については、県内

事業者が実施したも

のに限る。ただし、や

むを得ない事情で県

内事業者への発注が

困難と市が認めた場

合はこの限りでない。 

  

 

特別養護老人ホーム、介護老

人保健施設、介護医療院、養

護老人ホーム、軽費老人ホー

ム、認知症高齢者グループホ

ーム、小規模多機能型居宅介

護事業所、看護小規模多機能

型居宅介護事業所、有料老人

ホーム、サービス付き高齢者

向け住宅、短期入所生活介護

事業所、短期入所療養介護事

業所、生活支援ハウス 

5,340 千円 

簡易陰圧

装置を設

置する台

数（定員

数を上限

とする） 

1/3 
様式第２－５号 
様式第３号 
様式第４号 

様式第２－５号 
様式第３号 

ゾーニング環境等整備事業 
備品購入費、工事費又は

工事請負費及び工事事務

費（工事施工のため直接必

要な事務に要する費用で

あって、旅費、消耗品費、

通信運搬費、印刷製本費及

び設計監督料等をいい、そ

の額は、工事費又は工事請

負費の 2.6％に相当する額

を限度とする。） 
工事費又は工事請負費

にはこれと同等と認めら

れる委託費、分担金及び適

当と認められる購入費等

を含む。 

 

補助対象経費のう

ち、工事請負費及び委

託費については、県内

事業者が実施したも

のに限る。ただし、や

むを得ない事情で県

内事業者への発注が

困難と市が認めた場

合はこの限りでない。 

  

 

特別養護老人ホーム、介護老

人保健施設、介護医療院、養

護老人ホーム、軽費老人ホー

ム、認知症高齢者グループホ

ーム、小規模多機能型居宅介

護事業所、看護小規模多機能

型居宅介護事業所、有料老人

ホーム、サービス付き高齢者

向け住宅、短期入所生活介護

事業所、短期入所療養介護事

業所、生活支援ハウス 

7,410 千円 

従来型個

室・多床

室のゾー

ニング箇

所数 

1/3 
様式第２－５号 
様式第３号 
様式第４号 

様式第２－５号 
様式第３号 



多床室の個室化改修支援事業 
工事費又は工事請負費

及び工事事務費（工事施工

のため直接必要な事務に

要する費用であって、旅

費、消耗品費、通信運搬費、

印刷製本費及び設計監督

料等をいい、その額は、工

事費又は工事請負費の

2.6％に相当する額を限度

とする。） 
工事費又は工事請負費

にはこれと同等と認めら

れる委託費、分担金及び適

当と認められる購入費等

を含む。 

 

補助対象経費のう

ち、工事請負費及び委

託費については、県内

事業者が実施したも

のに限る。ただし、や

むを得ない事情で県

内事業者への発注が

困難と市が認めた場

合はこの限りでない。 

  

 

特別養護老人ホーム、介護老

人保健施設、介護医療院、養

護老人ホーム、軽費老人ホー

ム、認知症高齢者グループホ

ーム、小規模多機能型居宅介

護事業所、看護小規模多機能

型居宅介護事業所、有料老人

ホーム、短期入所生活介護事

業所、生活支援ハウス 

1,220 千円 定員数 1/3 
様式第２－５号 
様式第３号 
様式第４号 

様式第２－５号 
様式第３号 

介護職員の宿舎施設整備事業 
 工事費又は工事請負費

及び工事事務費（工事施工

のため直接必要な事務に

要する費用であって、旅

費、消耗品費、通信運搬費、

印刷製本費及び設計監督

料等をいい、その額は、工

事費又は工事請負費の

2.6％に相当する額を限度

とする。） 
工事費又は工事請負費

にはこれと同等と認めら

れる委託費、分担金及び適

当と認められる購入費等

を含む。 

 

補助対象経費のう

ち、工事請負費及び委

託費については、県内

事業者が実施したも

のに限る。ただし、や

むを得ない事情で県

内事業者への発注が

困難と市が認めた場

合はこの限りでない。 

  

 

特別養護老人ホーム、介護老

人保健施設、介護医療院、ケ

アハウス（特定施設入居者生

活介護の指定を受けるもの）、

介護付きホーム（有料老人ホ

ーム又はサービス付き高齢者

向け住宅であって、特定施設

入居者生活介護の認定を受け

るもの）、認知症高齢者グルー

プホーム 

33 ㎡（延べ面

積）を面積の

上限とする工

事に要する費

用 

介護職員

一人当た

り 

1/3 
※外国人職員

専用宿舎の場

合は 1/10 上乗

せ（上限 20,000
千円） 

様式第２－６号 
様式第３号 
様式第４号 

様式第２－６号 
様式第３号 

 


